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ごみ処理広域化 に関す る政策.史分析(2)
一 広域化計画を題材 にして

八 木 信 一

H広 域化計画に関連 した政策の問題点

新ガ.イドラインを受けて策定された広域化計画や,こ の計画に基づいて打ち

.出された政策をめぐっては様々な問題点がこれまで指摘されてきたが,以 下で

は技術情報 ・技術開.発,財 政支援措置,リ サイクル政策 との兼ね合い,お よび

広域化計画への住民参加 といった,こ れら4つ の側面か ら問題点を検討する。

1技 術情報の非対称性と自治体の技術開発体制

第1の 問題点は,技 術開発主体である焼却炉のプラントメーカーと技術導入

主体である自治体 との問に存在する,技 術情報の非対称性である。新ガイ ドラ

インや広域化計画では海外での実績を踏まえて,大 規模な焼却施設を用いた高

温連続運転によるダイオキシン対策が技術内容の中心になっている。ここで問

題となるのが,計 画に従って技術導入を行 う広域ブロックの構成市町村にとっ

て参考になる技術情報が,大 型炉.のものに偏向していることである。

中小規模の焼却炉が多い日本では,そ れ らの規模で もダイオキシン対策を行

うことができる技術的基盤はすでに存在する。第5図 は,廃 棄物処理法に基づ

いて排ガ.ス中のダイオキシン類濃度を測定することが義務づけられた,1997年

12月1日 以降に測定されたデータを用いて,新 ガイ ドラインのなかで最 も厳 し

い基準濃度である,0.1ng以 ドの排出濃度を満た してい る施設の規模 とその

炉数を見たものである。
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第5図O,璽ng以 下 の排出濃度を達成 した施 設規模 とその炉数

■ 全連続炉

□ 機械バ ッチ炉

■ 固定パ ッチ炉

.一49t 50一 一99t100～299t3001一.

施 設 規.模

出所:厚 生 省 ホー ムペ ー ジ(htセp:〃www.mhw.繕D.重p/)の デ ー タよ り作 成 。

第6図D.1ng以 ドの施 設 と旧 ガ イ ドラ イ ン適 用 との 関係
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注=旧 ガイドライン適用期以後 とは平成5年 度以後に稼働 した施設であり,それ以前に

ついては適用期以前に分類 した膚

出所:節5図 と同じ。

そ こで は相 対 数 は少 な いが,49t未 満 の小 規 模 の焼 却 炉 で も技 術 的 に は現 行

で最:も厳 しい規 制 水 準 を達 成 で きて い る こ とが わ か る。 この よ う に中小 規 模 で

も排 ガス につ い て 技 術 水 準 を ク リ.アして い る背 景 に は,旧 ガ イ ドラ イ ンの存 在

が あ る。 なぜ な らば,0,1ng以 下 の排 出 濃 度 を 満 た して い る施 設 を,旧 ガ イ

ドラ イ ンの適 用 を う けた 焼却 施設 が稼 働 を 開始 した1993年 度 以後 とそ れ以 前 に

わ け る と,第6図 に 示 して い る よ うに,施 設 規 模 に関 わ らず圧 倒 的 に以 後 の ほ
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うが 大 きな 割合 を 占 め てい るか らで あ る。 よ って,旧 ガ イ ドラ イ ンの技 術 指 針

を 受 け て建 設 さ れ た 中小 規 模 の焼 却 炉 で も,排 ガス につ い て は現行 の最 も厳 し

い 規 制 水準 を技 術 的 に は達 成 で き る と言 え る.

だ が,こ の よ うな 旧 ガ イ ドラ イ ンの 成 果 は,広 域 化 計 画 に お げ る各 ブ ロ ック

の 区 割 りで は考 慮 さ れ て お らず,も っぱ ら100t以 上 の 大 型 炉 を導 入 す る こ と

を念 頭 にお い て計 画 が策 定 され てい る。 この理 由 は,中 小 規 模 の焼 却炉 につ い

て も上 記 の よ うな成 果 は あ っ たが,.相 対 的 に見 て大 規 模 の焼 却 炉 のほ うが よ り

多 くの 施 設 で低 い排 出濃 度 が 達 成 され た こ と,さ らに は規 模 の経 済 に よ る経 費

節 減 の 点 で 大 規模 の焼 却 炉 ボ 優 れ てい る とい う判 断 か ら,厚 生 省 や 新 ガ イ ドラ

イ ンの 策 定 に関 わ った検 討会 が,中 小 規 模 の焼 却炉 を導 入す る こ とに消 極 的 で

あ6た こ と に求 め られ る 。

以 上 の よ うな 技 術 動 向 に お け る不 確 実 性 に くわ え て,技 術 開発 主 体 で あ る プ

ラ ン トメー カー'と技術 導 入 主体 で あ る市 町 村 や 一 部事 務 組 合 との あ い だ に,と

くに 中小 規 模 の 焼 却 炉 に か ん す る技 術 情 報 の非 対 称 性 が 存在 して い たof能 性 が

あ る。 つ ま り,ご み 処 理 責任 を もつ これ ら の 自治 体 や 組 合 が そ れ ぞれ 独 自 に,

中小 規 模 の 焼 却 炉 を 含 め た技 術 開発 の現 状 を十 分 に情 報 と して持 って お らず,

よ って ダ イ オ キ シ ン類 の削 減 に 向 け た独 自 の戦 略 を 打 ち立 て る こ とが 困 難 で

あ った とい うこ とで あ る 。 しか し,こ れ まで の 日本 にお け る環境 政策 の歴 史 を

振 り返 る と,NOxに か んす る 自動 車排 ガ ス規 制 の 強 化 を め ぐ る7大 都 市 調 査

団 の活 動 を例 と し七,技 術 開 発 の 可能 性 や 技 術 導 入 をめ ぐ って 自治体 が積 極 的

に働 きか け た出 来 事 が あ ったL%

翻 って一 連 の ダ イ オキ シ ン対 策 に お け る 自治 体 の 動 き をみ る と,一 般 的 に は

廃 棄 物 問題 は地 域 住 民 が 最 も密接 に 関係 す る環 境 問 題 の1つ と し.て位 置付 け ら

れ て は い るが,自 治 体 側 か ら ダ イ オキ シ ン対 策 の技 術 情 報 を め ぐ って,7大 都

市 調 査 団 の よ うな働 きか けを 行 った形 跡 は な い よ うで あ る。 この 理 由 と して は,

自治体.単独 で 対 策 が 可 能 で あ った と ころ と広 域 レベ ルで の対 応 を 求 め られ た 自

10)7大 都市魂査団が結成された背景とその活動内容については,茶 出[1981ユ 第4章 を参照。
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治 体 との 間 に,ご み 処 理 の 広域 化 を め ぐる問 題 関 心 に温 度 差 が 生 じて い た こ と

もあ るが,そ れ に加 えて,焼 却 炉 の導 入 主 体 で あ る 自治 体 側 の 技術 開 発 お よ.ぴ

情 報 収 集 体 制 の脆 弱 さ もあ.つた ので は ない か11:1。

大 規 模 な焼 却 施 設 は,大 量 の 廃 棄 物 を能 率 的 に 集 め る こ とが で きる都 市 部 に

お い て最 も効 率 的 に導 入 で きる。 しか しな が ら この よ うな技 術 を,ご み の排 出

量 が少 な い 自治 体 に尊 人す る こ とで 規 模 の経 済 を活 か そ う と して も,収 集 運 搬

距離 の延 長 や 稼 働 率 の 低 さ に よ って 経 済 的 費用 が 増 加 した り,ま た は 自治体 間

で政 策 内容 を め ぐる意 見 の 不 一 致 が 生 じて取 引費 用 が 大 き くなれ ば 結 果 的 に 非

効 率 な もの とな る。 さ らに 費用 効 率化 につ い て は,大 型 化 に よ る規 模 の経 済 を

通 じて実 現 す るだ けで な く,費 用 対 効 果 の議 論 は必 要 で は あ るが ,直 接 規 制 の

も とで 進 む技 術 革 新 に よ って起 こる動 学 的効 率 性 を通 じて,中 小 規 模 の焼 却 炉

で もその 実 現 は 可 能 で あ る功。

また 大 半 の 広域 化 計 画 は,技 術 開 発 の 進展 によ って計 画 を変 更 す る ロ∫能 性 が

あ る こ と を明 記 して い るが,.画 一 的 か つ トッ プ ダ ウ ンで 策 定 した 計 画 を,各 地

域 の 詳 細 な状 況把 握 に基 づ い て 修 正 す る こ とは多 くの時 間 を費 や して し まい,

そ れ で は 政策 変 更 の柔 軟 性 に欠 けて しま う。 した が って広 域 化 が 必 要 で あれ ば
,

む しろ こ の よ うな計 画 枠 を設 けず に,技 術 開 発 を進 めつ つ技 術 情 報 を整 備 しそ

れ ら を共 有 化 す る なか で,各 市 町村 が 自発 的 に他 の 自治体 との連 携 を行 い なが

ら広 域 化 を図 って い くほ うが,柔 軟 性 を持 ちつ つ効 率 的 な政 策 を実 現 で き る余

地 は よ り大 きい の で は な い だ ろ うか13〕。

U)財 団法人日本都市センター[1998]で は,669都 市(市 レベルの自治体)の なかで自ら技術開

発に取 り組んでいるのは57都市に過ぎないことに触れている.
12)直 接規制 卜.における技術開.発がもたらす削減費用への影響については,岡[1997]を 参照.ま

た.そ の具体的なケースの1つ として大気汚染防止にかんする環境規制と技術進歩との関係につ
いては,伊 藤[工992]や 浜本[1998]を 参照。

13)ま たこのような効率性の側面とは別に,自 治体問での財政負担格差という分配面での問題も広

域化計画は抱えている。収集運搬については.ご みの排出量が少な くかつ自然的条件に特徴があ

る自治体においては,都 市部の自治体にくらべて広域化による費用負担がより大きくなることが

予想される。とくに.こ れまで自家処理に依存 してきた人口が少ない町村レベルの自治体につい

ては,地 理的特性にも影響されて計画収集体制を導入するためにかかる費用が高くなってしまう。
このケースでは.自 治体によ?て は財政負担の増大を懸念して,周 辺 口治体 と一緒に広域化を/
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2財 政支援措置の問題点 技術指定型補助金の非効率性とごみ処理財政の危機一一

第2の 問題点は,大 型炉を中心とした技術指定型補助.金を財政措置として導

入したことである1%前 節で述べたように,恒.久 対策では技術に基礎 を置いた

基準濃度を設定 している。このような対策内容の決定方法は,欧 米における大

気汚染や水質汚濁などの分野で用いられているが,そ こにおける政策形成過程

は総 じて中央集権的なものとなっている【%恒 久対策の基準濃度の設定 もこの

例外ではない。技術指定型補助金が採用されたのは,こ のよう.に中央集権的な

かたちで設けた環境基準を各排出主体(自 治体や組合)に 実現 させるために,

この基準の策定主体である国(厚 生省)に とって自らの裁量権をより活かせる

.タイプの補助金であるからではないか と推察する。

だが,採 用する技術を特定化 した助成プログラムは技術内容の選択を限定さ

せてしまうので,費 用が最も少なくなる技術を導入できるとは限らない。また,

技術開発への対策が不十分なままで,技 術指定型の助成プログラムを導入 して

しまうと費用の高い技術が採用されてしまい,こ のことからも非効率性を引き

起こしてしまうのである1㌔ 企業が技術導入する場合には,費 用非効率性がそ

のまま企業業績の悪化に繋が り,程 度によっては企業の存続 自体が危機に見舞

われることにもなるために費用効率性は重視 される。だが.今 回の広域化計画

＼行 うことを渋 る可能性 もあ ると考 えられる。

14>脚 注8〕で言及 し.た10翫 未満への焼却施設にた いす る補助.金交付 は,あ くまで も広域化計 画で

策定されたブロ ック単位で処理 をお こな うものを対 象と している。 したが って広域化計 画が廃止

されたわけではな く,ま た ブロックの大半 はloot以 上で範 囲が設定 され てお り,こ のために大

型炉 を中心 と した技術指定型補助金である とい う性 質にほ とんど変化は ない。

15)巾 西[7992】 は排水規制を例に とり,望 ま しい環境 の水準 を設定 しそれ を保て るよ うに排水基

準 を決め る 「環境に基礎 をお く基準(Ambient-basedStandard)」 を とる方法 と,そ の時点 にお

い て技 術 的 に可 能 な 水 準 を排 水 基 準 とす る 「技 術 に 基礎 を お く基 準(Tec㎞ology-based

Standard)」 を とる方法の2つ を紹介 し,日 本で は前者 がまた アメ リカや ドイツで は後者がそれ

ぞれ採用 されて きた ことを言及 している.こ のように技術 に基礎をお く規制政策 の導入 の背景 と

して,NnhmandRussell119851は 規制政策の なかで汚染者 をモニタリ ングす るために必要 な技

術や それ にかか る費用の問題 を挙げている。 なお,ア メ リカにおけ る技術 に基礎 をお く環境基準

の政策内容 についてはFreeman[1980]を.ま たこのような環境基準の問題点についてはGood・

seei.[19991'hp,14を それぞれ参 照6

16>新 津[⊥997]を 参照。
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をうけて技術導.入をおこなうのは,広 域ブロックを構成する各自治体である。

そこでは,導 入費用の多 くが租税や国税収入を原資とした補助金および交付税

で賄われてお り,非 効率な技術導入を行ってしまう可能性が高 くなることが予

想される1%

そ してそのロ∫能性は,広 域化計画を経ても単独事業を中心 として,こ れまで

と同様に地方債の発行による地方財政負担を軽減させるべく,交 付税による補

填措置を採用 しつづけていることによってさらに強くなる。しかしこのような

財政措置は,交 付税が持つ財政調整機能を減退させてお り,.とくにごみ処理施

設については措置を受ける自治体の財政力に関係なく,地 方債の.発行額にたい

して定率で措置がなされるので,こ の部分にかんする財政調整機能はまったく

働いていないのである。

また交付税の財源は国税であるが,景 気の停滞と単独事業の増大 によってそ

の不足状況が深刻になっている。交付税の不足額を補っている 「交付税特別会

計」の近況を第7図 でみると,そ の額は増大 していることが分かる。交付税に

よる措置は,そ の措置対象額が基準財政需要額に算入されることをつうじてな

される。これまでは,こ のような特別会計からの借入金を加えて交付税財源を

確保できていたので満額の措置がなされていたが,こ のような方策がうまくい

かなくなれば交付税による措置は限界に達し,結 果的に地方財政の負担が増え

ることになる。

地方債 についても,将 来 もし地方債の格付けが本格化すれば自治体間で地方

債の利子負担に差が生 じた り,さ らには計画していた発行額を消化できない自

治体では財政負担を増大させることになってしまう。これらの状況から推察さ

れるごみ処理財政の危機 と,ご み処理が市町村の自治事務であることを考えれ

ば,行 政権限に見合った税財源の委譲について本腰を入れて議論する時期に来

ているのではないだろうかL㌦

1の 歳出 と歳人が予算項 目別 に対応 していない政府予算制度.と租税構造 の複雑化が もた らす財政錯

覚 による政府支出の膨張 につい ては,BuchananandWagner[1977]を 参照。

18).ご み処理財政に限らず.地 方財政 は国の財政危機か らの煽 りを受 けた り.ま た単独事業 によノ
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第 フ図 交付 税特別 会計 の資金運用部か らの借 入金額
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3ダ イオキシン対策 とリサ イクル政 策

第3の 問 題点 は,ダ イ オ キ シ ン対 策 と リサ イ クル政 策 との 兼 ね 合 い が 不 透 明

な こ とで あ る。 新 ガ イ ドラ イ ンや広 域 化.計画 で は,ダ イ オキ シ ン対 策 の1つ と

して リサ イ ク ル の広域 化 を提 唱 して い る。 これ まで の 大 量 に焼 却 して い た状 態

を,減 量 化 や リサ イ クル.によ って転 換 させ る こ とは ダ イオ キ.シン対 策 と して 重

要 で は あ るが,リ サ イ ク ル の広 域 化 につ い て は ダイ オ キ シ ン対 策 か ら は切 り離

して議 論 す べ きで あ る。 な ぜ な らば ,前 節 で紹 介 した広 域 化 計 画 に よ って リサ

イ クルが 進 展 す る3つ の 理 由 が いず れ も決 定 的 な こ とで は な い か らで あ る
。

これ らの 現 出 を 検 討 す る と,ま ず 広 域 化 に よ って 資 源 ごみ 回収 が 進 展 す る と

い うこ とは,現 行 の各 自治 体 や 組 合 にお け る取 り組 み を強 化 す れ ば 同 等 の効 果

が 得 られ る こ とは 明 らか で あ り,こ れ は処 理 単 位 の問 題 とい う よ りも,自 治体

＼る公共事業の拡大によ って困難 な状況 に直面 してい る。 このよ うな現状 と地方分権 にお ける権限

委譲 とあわせた税源委 譲による地方財政改革の制度設計については,神 野 ・令子編[.1998〕 を参
照。
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第2表S県 下 における組合構 成市町村の分 別数状況

八
分 別 数

組 r.1 名 構成市町村
目.「 ・

取 尚 最 低

一

A 2 6 4

一....

8 2 6

c 7 14 2

D 8 9 3

E 7 7 4

F 9 6 4

G 3 10 8

H 6 12 4

注=F組.合 は組合で収集運搬 をお こなっているが,そ れ以外 は各市町村で運営 している。

出所:S県 の広域化計画よ り作成。

や組合における制度設計の問題であり,そ れほど広域化の利点 として強調する

ことは適切ではない。次 に,ブ ロック内で先進的な取 り組みをしている自治体

に,他 の自治体がリサイクル活動の内容を合わせることはそれほど容易なこと

ではない。組合による広域処理の実際で も,第2表 のようにそのほとんどが組

合内で統一された分別数にはなっていないのである。

統..一化を容易にする方法として,収 集運搬 も広域ブロックを担うであろう広

域連合や一部事務組合で運営することが考えられるが,収 集運搬費の増大や廃

棄物政策における市町村の役割の不明確化など課題は山積 している。また第3

表には,面 積が大きい.一方で人口分布が偏在 しているために広域化計画の実施

に苦悩 している,北 海道の各広域 ブロックが計画を実施する上で課題 としてい

る項目を整理したものである。これをみても,分 別収集体制の整備 と調整が主

な課題 として挙げられている。最後に,広 域化によって大量のごみを集めても,

分別基準が統一化されていなければリサイクルの市場性は†がる。さらに,こ

れらの供給側での対晦だけではなく1リ サイクル製品の需要にかんする対策 も

必要であることが第3表 からわかる。
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第3表 広域化計画 を実施する上での課題 佳 位回答分のみ)

課 題 内 容 回 答 ブqツ ク数

施設設備の調整/運 営形態の検討一... 13

堆肥 ・RDF・ 再生資源 の利用 先確保 とそれ らの経済性一... 13

効率的な輸送体制の検討 8

分別収 集体制の整備 および調整 8

住民理解 6

広域化 の範囲 の調整 5

現有焼却施設の改良お よび維持管理 5

注:広 域処理 をお こな うブロック(計25)の みを集計 したものであ り,複 数 回答があ るた

め広域 ブロック数 と回答ブロ ック数 は一致 しない。

患所:北 海道の広域化計画 よ り作成。

サーマルリサイクルについても,想 定されている施設規模がダイオキシン対

策のモデルとした ドイツなどの諸外国と比べてあまり大きくないことから,電

力供給源としてどれほどの役割を果たせるのか未知数である。大規模な焼却炉

が建設できない地域でダ.イオキシン対策として期待されるRDFに ついても,

現在 自主的に取 り組んでいる自治体を除いてはあまり進展 していない。この理

由は,燃 料が無償であるかそれとも有償であるかによって焼却灰 と飛灰の処理

基準が変わること,RDFの 品質を向上させるためには分別形態 について自治

体間の調整が必要であること,さ らにこれが最大の課題であるが,RDFの 発

電燃料としての需要先が現時点では未定のところが多いことであり,広 域化計

画でもその需要先を明記 しているところはごくわずかである。

最後に,ダ イオキシン対策とリサイクル政策との関係で最 も問題なのが,容

器包装 リサイクル法や家電リサイクル法によってリサイクル量が増加 し,こ れ

によって焼却施設の規模を規定する焼却量の減少が予想 されることである。だ

が既述したように,多 くの都道府県の広域化計画では,各 ブロックの焼却施設

の規模設定において焼却量の増大 もしくは現状維持を見込んでお り,こ れと並

んで以上のようなリサイクル政策の進展を予想.している。このこと自体 ,計 画
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が もつ潜 在 的 な 限界 を示 して い るの で は な い だ ろ うか 。

4広 域化計画の非民主性と住民参加

最後の問題点は,広 域化計画の非民主性である。広域化計画によるごみ処理

の広域化は,住 民のごみ処理過程への参加形態やその内容を大きく変えるであ

ろう。だが計画の策定過程では,各 ブロック会議で住民代表を参加させた都道

府県 もあるが,肝 心のブロック割については,学 識経験者を主なメンバーとし

た検討委員会を設けるか,都 道府県によっては自治体や一部事務組合の担当者

との会議だけで行ったところもある。また,策 定過程において都道府県民との

間に公聴会を設けたところも筆者の把握では存在 していない。

広域.化計画の最終的な詰めの部分においては,「 なぜ広域化が必要であるの

か」という根本的な問題 をはじめとして,計 画内容に対する住民の理解 とその

実施における協力が単独処理以上に必要 となるはずである。また,ご み問題は

身近な環境問題であるというスローガンが多 くの自治体で掲げられているが,

広域化計画をめぐる今回のケースは,中 央 と地方とに限らず官僚側からの制度

設計に終始していた。

さらに住民参加については,広 域行政機構においてこれが担保できうるのか

という,こ れまで組合が抱えてきた問題に各広域プロ7ク が今後直面すること

は聞違いない。これについて筆者ば,一 部事務組合が抱えている行政組織.ヒの

問題点にくわえて,処 理サービスの地域特性 と住民参加のモチベーションとの

関係を指摘したい。もちろん,す べての組合にたいしてこの考察が妥当するわ

けではなく,住 民の働 きかけや組合側からの対応によって行政組織上の限界を

乗 り越えるべく,政 策形成過程や広報係の・一員として住民を参加させている組

合 も存在する。しかし,こ れまでの広域処理では焼却や埋立 といった,ど ちら

か と言えば地域特性があまり見られない画一・的な行政サービスが中心であ り,

このような状況におい.ては施設周辺住民を除けば,問 題意識をもった構成市町

村の住民が積極的な働 きかけを行わない限 り,組 合の廃棄物政策に関心を持つ
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こ とは結 構 困 難 で あ っ た の で は なか ろ うか 。

他 方 で は 既 述 した よ うに,減 量 化 や リサ イ クル 政 策 に お い て は地域 特性 を 活

か せ るが ゆ え に,自 治 体 問で の 取 り組 み の温 度差 を介 した 広 域 リサ イ ク ルの 限

界 が 現状 で は存 在 してい る。 リサ イ クル施 設 の整 備 につ い て は焼 却炉 と同 じ く

規模 の経 済 を活 か せ るで あ ろ うが,リ サ イ クル ほ これ らの施 設整 備 だ けで な く,

住 民 を は じめ と した 関 係 主体 間 で の 問題 意 識 の共 有 と行 動 に移す た め の ノウハ

ウ の構 築,さ ら に はそ れ らを発 展 させ るた め の意思 疎通 が あ って は じめ て 成 果

が 挙 が る。 この よ うな リサ イ クル の広 域化 にお け る住 民 参 加 の問 題 につ い て は ,

今 後 の研 究 課 題 と した い。.

お わ り に か えて 広域処理政策の今後の課題

ここでは本論文の最後として,廃 棄物政策の今後の方向性 として位置付けら

れている循環型社会づ くりとの関係か ら,広 域処理政策をめぐる今後の課題を

整理する。

第1の 課題としては,自 区内処理原則の現代的意義と広域処理政策との関係

についてである。広域処理は複数の自治体によって行われるため,施 設周辺の

とある自治体の住民に他の自治体のごみをなぜ自らが引き受けなければならな

いのか という不満を生 じさせることも多く見られる。そしてこのことに対 して,

東京ごみ戦争から生まれた経験則である自区内処理原則が活かされていないと

の批判が存在する。

しか し自区内処理原則が提言された後の東京都の取り組みは,全 量焼却によ

る埋立地の延命化と衛牛化が中心的な課題であった。また,2000年4月 に実施

された清掃事業の都から特別区への移管を経ても,2005年 度までは可燃 ごみの

中間処理については特別区での共同処理となっており,全 区での焼却炉保有の

目処は立っていない。さらに最終処分に至 っては,紛 争が起 こった当時から東

京湾で広域埋立処分が行われているユ')。

19)東 京都によ る自区内処理原則 の評価 とそ の合 目的課題については,東 京都清掃局 ごみ減量総/
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自区内処理原則 については,「 自らの地域で出 したごみは地域内で処理を行

う」 という処理範囲をめぐる定義的な内容だけでな く,こ の原則が打ち出され

た背景も合わせて汲み取るべきである。その背景とは,住 民も日常生活をつ う

じてごみ問題を引き起こす側に立つこともあるので,ご みを出す主体 として住

民 自らがごみに対する問題意識を高めて行動 レ,さ らに他の住民や自治体職員

および事業者 との協同作業にも寄 りながら負担を分かち合うことで問題解決を

めざす ことが必要であ り,ま たこれらの問題意識や負担認識を共有することが

で きる処理システムとその単位が求められていたということである。そしてこ

れ らのことを,減 量化や リサイクルを含めた今日における政策課題 とそこにお

ける住民 自治 との関係のなかで再考することが,自 区内処理原則の現代的意義

なのではないだろうか2。㌔

組合による広域処理は,空 間的な範囲から規定した自区内処理原則からは逸

脱す る。だが,住 民参加に基づいた意思決定システムを伴いながら,部 事務

組合,構 成市町村,そ して住民による連携 とそれぞれがもつ問題意識を吸収す

る場が形成されれば,自 区内処理原則の現代的意義は汲み取ることができるか

もしれない。 しか し現状では,組 合と構成市町村との事務的な連携関係はある

が,構 成.市町村の住民との連携や構成市町村間の住民の相互交流が不十分であ

るところが多 く,こ の側面での広域行政の限界はいまだ克服されていない,

第2の 課題 としては,循 環型社会における廃棄物政策の内容と広域処理政策

との関係についてである。日本における大量廃棄社会は,収 集運搬,焼 却処理,

および埋立処分 という一連の処理システムによって支えられてきた一面をもつ。

だが,こ のシステムが もたらす環境負荷や財政負担の限界などをうけて,国 か

ら各自治体に至るまで,減 量化やリサイクルを中心に据えた循環型社会づ くり

に向けた模索が始まっている。

ところが広域化計画における広域化の範囲設定では,焼 却処理と埋立処分に

＼合対策室[1995]を 参照.

20)柴 田[1弼1]第3章 を参照.,
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おけるダイオキシン制御が念頭に置かれてしまい,そ の結果 と.してこれまでの

処理システムを前提とした広域処理政策 となっている。だが,こ のような設定

方法によって形成 された広域 ブロックが,減 量化や リサイクルを進めるにあ

たって適切な行財政システムであるとは限らない。さらにこれらの政策は,主

体として住民が果たすべき役割の重要さと,近 年活発化 している廃棄物政策 と

都市計画やまちづ くりとを連携させる動きを考えると,既 存の市町村を基礎的

な行政単位としつつ必要に応 じて広域化をはかってい く,言 わばボ トムアップ

型の形態になることが望 ましい、,そうで.あれば,こ の形態 とは大きく異なる

トップダウン型と見なすことがで きる今回の広域化計画は大 きな問題点を含ん

でいるのである。

第;の 課題として,廃 棄物政策をめぐる政府間関係論 と広域処理政策に関す

ることである。この観点か ら.みると,今 回の広域化計画において特徴的な事柄

は,廃 棄物にかかる計画の策定を都道府県が担当したことである。 これまでは,

ごみ処理は市町村の自治事務であったために,都 道府県は情報収集や一部で技

術援助を行う程度であり,そ こではあまり積極的な役割を果たしてはこなかっ

た。 しかしごみ処理政策をめぐる現状は,国 による画一的な政策が限界に来て

いる一方で,各 自治体のみで全ての課題を解決できる状況にも至っていない。

このような現状において,.広域行政機構として都道府県が独自の役割を果たす

ことが,今 後 ますます重要になって くるであろう。

だが,策 定された広域化計画や筆者が行 ったアンケー ト調査に対する回答内

容では,広 域化計画の進捗状況の把握 とその管理,市 町村問の政策調整,国 へ

の財源確保の働 きかけ,お よび技術援助を都道府県の役割 として挙げていると.

ころが多かった。これ らの内容からすれば,こ れまでの調整役 という立場を越

えて,都 道府県が独自に権限と財源をもって市町村 レベルでは困難な政策を実

施しようとする意向は持っていないようである。

ヒ記した現状を考えると,市 町村にたいして廃棄物処理法で規定されている

行政権限に.見合った税財源の委譲を行 うことで 自主財源基盤を作 り出すこと,
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そして住民参加を担保 しながら市町村や組合が地域特性に応じた廃棄物制御の

システム設計を行う政策構築基盤を設けること,こ れら2つ の基盤を整備する

なかで,技 術開発や政策権限にかんする都道府県と国の役割を含めた政府間関

係を循環型社会づ くりの観点から見直す作業が必要であ り,そ のなかで今後の

広域処理政策を議論すべきなのではないだろうか。
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